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対シンガポール輸出食肉の取扱要綱 

  

（作 成 日）令和元年５月 31日 

１ 目的 

この要綱は、対シンガポール輸出食肉を取り扱おうとすると畜場等の認定手続、対シ

ンガポール輸出食肉についてシンガポールが求める食肉衛生証明書及び輸出検疫証明

書（家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）第 45 条第３項に基づく輸出検疫証明

書をいう。以下同じ。）の発行手続等を定めるものである。 

 

２ 用語の定義 

（１）「食肉」とは牛肉及び豚肉をいう。 

（２）「牛肉」とは、牛の可食部位をいい、冷蔵及び冷凍のものをいう。 

（３）「豚肉」とは、豚の可食部位をいい、冷凍のものをいう。 

（４）「対シンガポール輸出食肉」とは、シンガポール向けに輸出される食肉をいう。 

（５）「対シンガポール輸出牛肉」とは、シンガポール向けに輸出される牛肉をいう。 

（６）「対シンガポール輸出豚肉」とは、シンガポール向けに輸出される豚肉をいう。 

（７）「食品衛生当局」とは、厚生労働省、地方厚生局、都道府県、保健所設置市（食

肉衛生検査所及び保健所を含む。）等衛生部局をいう。 

（８）「動物衛生当局」とは、農林水産省（動物検疫所を含む。）、都道府県（家畜保

健衛生所を含む。）等動物衛生部局をいう。 

（９）「と畜場等」とは、と畜場及び食肉処理施設をいう。 

（10）「認定と畜場等」とは、シンガポールに食肉を輸出することが可能なと畜場等をい

う。 

（11）「食肉衛生検査所等」とは、食肉衛生検査所及び保健所をいう。 

（12）「食肉衛生検査所長等」とは、食肉衛生検査所長及び保健所長をいう。 

（13）「設置者」とは、対シンガポール輸出食肉を取り扱おうとすると畜場等の設置者を

いう。 

（14）「都道府県等」とは、都道府県及び保健所設置市をいう。 

（15）「都道府県知事等」とは、都道府県知事又は保健所を設置する市の市長をいう。 

 

３ 所掌 

本要綱の中で、認定と畜場等に関する事務は食品衛生当局が、生産農場に関する事務

は動物衛生当局が行う。また、食肉衛生証明書は、食品衛生当局が発行し、輸出検疫証

明書は、動物衛生当局が発行する。なお、発行に当たっては、両当局が連携し、手続が

円滑に行われるよう努めるものとする。 

 

４ 輸出要件 

（１）国 

対シンガポール食肉を輸出する国は、以下の要件を満たさなければならない。 
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①  対シンガポール輸出牛肉 

ア 我が国が、国際獣疫事務局（以下「OIE」という。）によって、と畜日及び

輸出日前から６か月間、口蹄疫に関してワクチン非接種清浄国として認められ

ていること。 

イ 我が国が、OIE によって、BSE の無視できるリスク国として認められている

こと。 

②  対シンガポール輸出豚肉 

ア 我が国が、と畜日及び輸出日前から６か月間、アフリカ豚コレラ及び豚水胞

病清浄国であること。 

イ 我が国が、OIE によって、と畜日及び輸出日前から６か月間、口蹄疫に関し

てワクチン非接種清浄国として認められていること。 

ウ と畜日及び輸出日前から６か月間、豚コレラ清浄国であること。又は、豚コ

レラ発生時には、その影響を受けていない都道府県に由来する豚より得られた

豚肉であること。 

（２）農場 

対シンガポール輸出食肉の由来となる動物を飼養する農場は、以下の要件を満たさ

なければならない。 

①  食肉の由来となる動物が、日本で生まれ、かつ、飼養されていること。 

② 豚肉の由来となる動物に対し残飯が給餌されていないこと。 

（３）認定施設 

認定と畜場等は、次の要件を満たさなければならない。 

① 食肉衛生関係 

ア と畜場等関係 

（ア）と畜場等は、異なる種類の家畜をとさつ・解体又は分割する施設と物理 

的に明確に分離されていること。 

（イ）食肉処理場はと畜場に併設され、とさつ・解体から分割までが一貫して

行われていること。 

（ウ）施設・設備等は、別添１「施設・設備等の構造・材質基準」に適合する

ものであること。 

（エ）とさつ・解体及び分割の取扱いは、別添２「衛生管理基準」に適合して

行われること。 

（オ）（エ）を確実に実施するため、別表に掲げる内容のマニュアルが整備さ

れていること。 

（カ）別添３「ＨＡＣＣＰ方式による衛生管理実施基準」に定める「第１ 標

準作業手順書」、及び「第２ ＨＡＣＣＰシステムを用いた自主衛生管

理」を実施すること。 

イ 食肉検査関係 

（ア）都道府県等のと畜検査員により、当該と畜場等でとさつ・解体及び分割

されるすべての獣畜及び食肉についてのと畜検査が実施されていること。 
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（イ）と畜検査員により、別添２「衛生管理基準」及び別添３「ＨＡＣＣＰ方

式による衛生管理実施基準」に基づくと畜場等の衛生管理の適正な実施が

監視されていること。 

（ウ）別添３「ＨＡＣＣＰ方式による衛生管理実施基準」の第１及び第２が適

正に実施されているか検証するため、「第３ と畜検査員等による検証」

を実施すること。 

（エ）別添４「不正防止の基準」に基づく不正防止対策が実施されていること。 

 

５ 認定等の手続 

（１）と畜場等の設置者の申請手続 

設置者は、と畜場にあっては別紙様式１により、食肉処理場にあっては別紙様式

２により食肉衛生検査所等の長及び都道府県知事等を経由して厚生労働省あて関係

資料を添付して申請し、併せて、当該申請書類の副本を当該と畜場等のある地域を

管轄する地方厚生局あて提出する。なお、「対米輸出食肉を取り扱うと畜場等の認

定について」（平成２年５月 24 日付け衛乳 35 号厚生省生活衛生局長通知）の別紙

「対米輸出食肉を取り扱うと畜場等の認定要綱」に基づき厚生労働省により既に米

国に輸出可能なと畜場等として認定されていると畜場等の申請にあっては、別紙様

式１及び別紙様式２に掲げる添付書類の添付は不要とする。 

（２）都道府県等の提出手続 

申請書を受け付けた都道府県知事等は、内容について審査し、認定に差し支えな

い場合には、別紙様式３により当該と畜場等の検査体制に関する資料を添えて厚生

労働省あて提出し、併せて、当該申請書類の副本を地方厚生局あて提出する。 

（３）審査 

厚生労働省は、申請書等について書類審査を行い、問題がないと判断された場合

は、厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課の輸出食肉検査担当官を当該と畜

場等及び食肉衛生検査所に派遣し、現地調査を実施する。 

（４）と畜場等の認定 

厚生労働省は、書類審査及び現地調査において、と畜場等の施設、設備等が本要

綱に規定する要件等を満たしていると認められる場合には、当該と畜場等を対シン

ガポール認定と畜場等としてシンガポール食品庁（以下「SFA」という。）あて通知

する。厚生労働省は、SFA の HP にと畜場の名称等が掲載されたことを確認次第、

速やかに認定番号を付し、都道府県知事等を通じ設置者にその旨通知する。 

 

６ 認定後の事務 

（１）証明書等の発行手続 

  ① 家畜保健衛生所による申告書の発行（豚肉に限る。） 

    シンガポール向けに豚肉を輸出しようとする者（以下「申請者」という。）は、

生産農場から対シンガポール輸出豚肉を製造する目的で豚の出荷を希望する場合、

当該生産農場を管轄する家畜保健衛生所に対して、対シンガポール輸出豚肉の由来

となる豚に関する確認書（別紙様式４。以下「確認書」という。）の発行を依頼す



4 

 

る。依頼を受けた家畜保健衛生所は、各項目の内容を確認した上で、確認書を作成

し、申請者に発行すると共に、確認書の原本の写しを、最低 1 年間発行した家畜保

健衛生所において保管する。申請者は、確認書を出荷先の認定と畜場等を所管する

食肉衛生検査所に提出する。 

  ② 食肉衛生検査所等への検査申請 

認定と畜場等において、食肉をシンガポールに輸出するために獣畜をとさつ・

解体及び分割しようとする者は、と畜場法施行令（昭和 28 年政令第 216 号）第７

条に定める検査申請書のほか、牛肉にあっては、別紙様式５－１による検査申請

書を、豚肉にあっては別紙様式４及び別紙様式５－２による家畜保健衛生所の確

認書及び検査申請書を、あらかじめ認定と畜場等を管轄する食肉衛生検査所等あ

て提出すること。なお、電子メール又は輸出入・港湾関連情報処理システム（以

下「NACCS」という。）により申請を行う場合にあっては、別添５によることと

する。 

③  輸出食肉に関する食肉衛生証明書の発行等 

ア 食肉衛生検査所等は、検査に合格した食肉に対して、当該食肉の出荷時に、牛

肉にあっては別紙様式６－１、豚肉にあっては別紙様式６－２により食肉衛生証

明書を発行すること。当該証明書は、原本及び副本を申請者に発行するとともに、

原本の写しを食肉衛生検査所等に保管する。また、豚肉にあっては、当該豚肉の

出荷時に、（１）①に基づき申請者に発行された確認書の原本を、当該豚肉を輸

出しようとする申請者に返却するとともに、原本の写しを食肉衛生検査所に保管

すること。 

イ 検査に合格した食肉を認定と畜場等の外部の施設に搬出し保管を行う場合で

あって、食肉衛生証明書の発行時点で荷送人、荷受人又は仕向地が未定である場

合には、食肉衛生証明書は該当欄に「×××」と記載の上、再発行が必要である

旨を明記して発行し、申請者よりこれら記載事項の報告と併せて当該証明書の提

出を受けた後に、当該証明書と同日付けで食肉衛生証明書を再発行する。 

ウ 申請者は、食肉の輸出に当たり証明書の原本を当該食肉に付して輸出するもの

とする。 

エ 申請者は、交付された食肉衛生証明書に対応する食肉について、ロットの再構

成や封印シールの開封等を行った場合には、速やかに当該証明書を返納するもの

とする。 

オ 未記入の証明書様式については、不正等を防止する観点から、都道府県等にお

いて、適切に管理すること。 

  ④ 動物検疫所への輸出検査の申請 

 シンガポールに食肉を輸出しようとする者は、動物検疫所に対し、牛肉にあって

は別紙様式７－１、豚肉にあっては別紙様式７－２の条件を理解した上で、家畜伝

染病予防法施行規則（昭和 26 年農林省令第 35 号）第 52 条に定める輸出検査申請

書に食肉衛生証明書の複写を添えて輸出検査を申請する。 

  ⑤ 輸出検疫証明書の交付 

ア 動物検疫所は、家畜伝染病予防法第 45 条に基づく輸出検査の結果、シンガポ
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ール向けに輸出が可能なものであることが確認できた食肉に対して、同条第３項

に基づき輸出検疫証明書（別紙様式７－１及び７－２）を交付する。 

イ 輸出検疫証明書は、原本及び副本を申請者に交付するとともに、原本の写しを

動物検疫所に保管する。 

ウ 申請者は、対シンガポール輸出食肉の輸出に当たり食肉衛生証明書の原本及び

輸出検疫証明書の原本を当該対シンガポール輸出食肉に付して輸出するものと

する。 

エ 申請者は、上記により交付された輸出検疫証明書に対応する対シンガポール輸

出食肉について、ロットの再構成や封印シールの開封等を行った場合には、速や

かに当該輸出検疫証明書を交付機関に返納するものとする。 

（２）厚生労働省の現地査察等 

厚生労働省は、地方厚生局の輸出食肉検査担当官を年１回以上認定と畜場等及び食

肉衛生検査所等に派遣し、査察等を実施する。 

①  査察内容 

輸出食肉検査担当官は、認定と畜場等及び食肉衛生検査所において前記４の（３）

並びに６の（１）が適正に実施されていることの確認を行う。 

②  措置 

    厚生労働省は、査察の結果、４の（３）及び６の（１）が適正に実施されていな

いと判断した場合、次のいずれかの措置を採ることとする。 

ア 改善指導 

イ 認定の取消し 

ウ 食肉衛生証明書発行の停止 

エ その他 

（３）変更の届出 

  ① と畜場等の設置者は５の（１）に規定する申請事項について変更しようとすると

きは、あらかじめ都道府県等の了承を得るものとし、変更後、都道府県等は遅滞な

く当該変更の内容及び年月日を厚生労働省あて報告し、併せて、当該変更届の副本

を地方厚生局あて提出する。 

  ② 都道府県等は５の（２）に規定する検査体制等を変更しようとするときは、あら

かじめ当該変更の内容及び変更予定日を厚生労働省あて報告し、併せて、当該変更

届の副本を地方厚生局あて提出する。 

（４）表示事項 

   対シンガポール輸出食肉には、次の事項を梱包に英語で表示すること。 

  ① 獣畜の種類及び部位名 

  ② 原産国名 

  ③ 製造所名 

  ④ 施設番号 

  ⑤ 包装年月日 

  ⑥ 重量 
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別表 

 

と畜場等におけるマニュアル 

１ 給水・給湯の管理マニュアル 

２ 排水処理マニュアル 

３ 廃棄物処理マニュアル 

４ そ族・昆虫防除マニュアル 

５ 消毒剤等管理マニュアル 

 

 

 


